
○
厚
生
労
働
省
告
示
第
百
六
十
三
号

薬
事
法
（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
薬
事
法
第
二
条

第
五
項
か
ら
第
七
項
ま
で
の
規
定
に
よ
り
厚
生
労
働
大
臣
が
指
定
す
る
高
度
管
理
医
療
機
器
、
管
理
医
療
機
器
及
び
一

般
医
療
機
器
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
告
示
第
二
百
九
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
公
布
の
日
か
ら

適
用
す
る
。
た
だ
し
、
自
己
検
査
用
尿
化
学
分
析
器
及
び
自
己
検
査
用
尿
糖
計
に
つ
い
て
、
そ
の
医
療
機
器
又
は
そ
の

直
接
の
容
器
若
し
く
は
被
包
に
高
度
管
理
医
療
機
器
で
あ
る
旨
の
表
示
の
あ
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
表
示
に
関
す

る
限
り
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
間
は
、
同
法
第
六
十
四
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
五
十
四
条
（
第
一
号
に
係

る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
適
用
し
な
い
。

平
成
二
十
五
年
五
月
十
日

厚
生
労
働
大
臣

田
村

憲
久

別
表
第
１
の

及
び

を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

353

354

3
5
3
及
び
3
5
4
削
除

別
表
第
２
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

1
7
9
4
単
回
使
用
注
排
用
先
丸
針

1
7
9
5
電
子
尿
糖
計



1
7
9
6
自
己
検
査
用
尿
化
学
分
析
器

1
7
9
7
自
己
検
査
用
尿
糖
計


